
吉川区総合事務所 
総務・地域振興グループ（地域振興班） 

〒949-3494 上越市吉川区下町 1126 番地 

電話：025-548-2311 FAX：025-548-3011 

令和 6 年 9 月   

お知らせコーナー 

 Ｅメール：yoshikawa-ku@city.joetsu.lg.jp 

 

 

原子力立地給付金の交付 
 原子力立地給付金は、国の電源立地地域対策交付金制

度に基づき、原子力発電施設等の立地地域の家庭や企業

等に交付されるものです。 

毎年 10 月 1 日（基準日）に電気事業者と電気供給

契約をしている家庭や企業等に対し、次の金額が電気事

業者等を通して年 1 回支払われます。 

■ 対象地域：吉川区、大島区、柿崎区 

■ 交 付 額： 

・一般家庭（電灯契約１口あたり）：9,456 円／年 

・企業等（契約電力１ｋＷあたり）：4,728 円／年 

� 問 合 せ： 

● 給付金制度について 

  新潟県産業労働部産業立地課（☎025-280-5164） 

● 電気契約等について 

○ 契約先が東北電力（株）の場合 

  ・東北電力（株）給付金専用ダイヤル 

    （平日 9 時～17 時受付（☎0120-17-5227）） 

 ○ 契約先が上記以外（新電力等）の場合 

  ・各電気事業者 

 

吉川診療所 診療日等変更のお知らせ 
 

 都合により、10 月から 12 月の間、診療日及び受付時間が

次のとおりとなります。 

また、来年 1 月以降の診療日については、改めてお知らせ

します。 

ご不明な点は、吉川診療所にお問い合わせください。 

■ 10 月～12 月の診療日 

 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 

午前 休診 〇 〇 休診 〇 

午後 〇 〇 休診 休診 休診 

■ 受付時間：◌ 午前 8時 30 分～11 時 30 分 

■ 受付時間：◌ 午後 2時   ～ 4 時 30 分 

� 問合せ：吉川診療所（☎025-548-2015） 

秋の農作業安全運動 

○農業機械を点検する際は、 

必ずエンジンを止めて行いましょう。 

○作業しやすい服を着るとともに、袖口などが農業機械

に巻き込まれないよう注意しましょう。 

○農業機械で田んぼに出入りするときは、転倒や転落を

しないよう、乗り入れ口の傾斜に注意しましょう。 

○農業機械の操作中はヘルメットを着用し、頭部を保護

しましょう。 

○田んぼから道路へ出るときは、タイヤやクローラーの土を

落とし、道路に土を残さないようにしましょう。 

○乾燥機やもみすり機から出る「粉じん」やもみがらが敷

地外へ飛散しないよう、排風ダクトの向きに注意しま

しょう。また、乾燥機用の集塵機を取り付けるなど、生

活環境への配慮に努めましょう。 

○稲わらやもみがらは、貴重な有機資源です。焼却はや

め、環境に優しい農業を推進しましょう。 

� 問合せ：総務・地域振興グループ（産業建設業務窓口班） 
 

秋の全国交通安全運動 

■実施期間 

・ 運動期間：9 月 21 日（土）～30 日（月） 

・ 交通事故死ゼロを目指す日：9 月 30 日（月） 

■スローガン 『秋の道 ゆとりマナーで 事故ゼロへ』 

■運動の重点 

①反射材用品等の着用促進や安全な横断方法の実践等

による歩行者の事故防止 

—横断歩行者の安全確保～渡るよサインの活用～（新潟県重点）— 

②夕暮れ時以降の早めのライト点灯やハイビームの活用

促進と飲酒運転等の根絶 

③自転車等のヘルメット着用と交通ルール遵守の徹底 

� 問合せ：総務・地域振興グループ（総務班） 
 

「市税」今月の納期 

■ 9 月 30 日（月）〇国民健康保険税 第 3 期 

� 問合せ：市民生活・福祉グループ（税・市民生活班） 

 

吉川区の人口・世帯数【7 月末現在】 
※（ ）は前月末との比較 

 

  

9月 吉川区 くらしのカレンダー 

日 
曜
日 行 事 等 担 当 

5 木 
し尿くみ取り 

（吉川・竹直・旭地区） 
税・市民 

生活班 
19 木 

し尿くみ取り 

（川谷・源・水源・東田中・泉

谷・勝穂地区） 

■ 人 口  男：１，659 人（△ 3 人） 
      女：１，750 人（△ 9 人） 
          計：３，409 人（△ 12 人） 

■ 世帯数 １，375 世帯（△ 4 世帯） 


